
 

篠山市緩和した基準による通所型サービス事業の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める要綱 

平成２９年１月３１日 

要 綱 第 ７ 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち、

緩和した基準による通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「緩和した基準による通所型サービス事業」とは、

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６３の６

第１号イに規定する旧介護予防通所介護に係る基準を緩和した基準により実

施する通所事業をいう。 

（基本方針） 

第３条 緩和した基準による通所型サービス事業は、要支援状態の維持又は改

善を図るとともに、利用者が要介護状態となることを予防し、利用者が自立

した日常生活を営むことを目的とした生活機能の向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

（事業内容） 

第４条 緩和した基準による通所型サービス事業の事業構成、事業名、事業内

容及び対象者は、篠山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２

９年篠山市要綱第  号）第４条に定めるとおりとする。 

（元気回復デイサービス及びミニデイサービス事業の従事者の員数等） 

第５条 緩和した基準による通所型サービス事業を行う者（以下「事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 

(1)  利用人数が１５人に満たない場合 専らサービスの提供に当たる介護職

員１人 

(2)  利用者の数が１５人を超える場合 前号に定める従業者の員数に、利用

者１人に対して専らサービスの提供に当たる介護職員又は看護師０．２人

以上  

２ 前項第２号の規定により同項第１号に定める従業者の員数から加えて置く

従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

３ 事業者が指定通所介護予防事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて



 

受け、かつ、緩和した基準による通所型サービス事業及び指定通所介護の事

業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合においては、当該指定に係る事業の人員に関する基準を満たす

ことをもって、第１項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６条 事業者は、事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他

の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

（設備、備品等） 

第７条 事業所には、緩和した基準による通所型サービス事業を提供するため

に必要な占用の区画を設けるとともに、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備及び緩和した基準による通所型サービス事業を運営するために必

要な設備、備品等を備えなければならない。 

２ 前項の緩和した基準による通所型サービスを提供する面積は、３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上でなければならない。 

３ 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併

せて受け、かつ、緩和した基準による通所型サービス事業及び指定通所介護

の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運

営されている場合においては、当該指定に係る事業の設備に関する基準を満

たすことをもって、前２項に規定する基準を満たすものとみなすことができ

る。 

（個別計画の作成） 

第８条 管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて、緩和した基準による通所型サービスの目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所

型サービス個別計画を作成するものとする。 

（内容及び手続の説明並びに同意） 

第９条 事業者は、緩和した基準による通所型サービス事業の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項

に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

（重要事項に関する規程の概要） 

第１０条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておくものとする。 



 

(1)  事業の目的及び運営の方針 

(2)  営業日及び営業時間 

(3)  緩和した基準による通所型サービス事業の利用定員 

(4)  緩和した基準による通所型サービス事業の内容及び利用料その他の費用

の額 

(5)  緊急時等における対応方法 

(6)  前各号に掲げるもののほか、緩和した基準による通所型サービス事業の

運営に関する重要事項 

（地域包括支援センター等との連携） 

第１１条 事業者は、緩和した基準による通所型サービス事業の提供及び提供

の終了に当たっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と密接に連携するよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第１２条 事業者は、利用者の使用する施設、設備等について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講じなければならない。 

（秘密保持等） 

第１３条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

３ 事業者は、会議、検討会等において、利用者の個人情報を用いる場合は当

該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

をあらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（苦情への対応） 

第１４条 事業者は、提供した緩和した基準による通所型サービス事業に係る

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 事業者は、提供した緩和した基準による通所型サービス事業に関し、法第

１１５条の４５の７の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用

者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又



 

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

４ 事業者は、市長から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報

告しなければならない。 

５ 事業者は、提供した緩和した基準による通所型サービス事業に係る利用者

からの苦情に関して兵庫県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると

ともに、兵庫県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 事業者は、兵庫県国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前

項の改善の内容を兵庫県国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 事業者は、利用者に対する緩和した基準による通所型サービス事業

の提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者

に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、利用者に対する緩和した基準による通所型サービス事業の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ

ならない。 

（記録の整備等） 

第１６条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備してお

かなければならない。 

２ 事業者は、緩和した基準による通所型サービス事業を提供したときは、提

供日、その内容、当該緩和した基準による通所型サービス事業について法第

１１５条の４５の３第３項の規定により利用者に代わって支払を受ける第１

号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防ケアプランを記載し

た書面又はこれに準ずる書面に記録するとともに、利用者からの申出があっ

たときは、書面の交付その他適切な方法により、当該記録した内容を利用者

に提供しなければならない。 

３ 事業者は、緩和した基準による通所型サービス事業の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

(1)  緩和した基準による通所型サービス個別サービス計画 

(2)  第１４条第２項、前条第２項及び前項の規定による記録 

（便宜の提供） 



 

第１７条 事業者は、緩和した基準による通所型サービス事業を廃止し、又は

休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日前１月以内

に緩和した基準による通所型サービス事業を受けていた者であって、当該事

業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該緩和した基準による通所

型サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な緩和

した基準による通所型サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防

ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者

その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、緩和した基準による通所型サービス

事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


